
大口町告示第３７号 

 

 大口町地域包括支援センター運営事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

 

  平成３１年３月２７日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

大口町地域包括支援センター運営事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

大口町地域包括支援センター運営事業実施要綱（平成２６年大口町告示第２４号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第１号中「包括的支援事業」を「地域支援事業」に改め、同号ア中「第１

１５条の４５第１項第２号」を「第１１５条の４５第１項第１号ニ」に改め、同号

イ中「第１１５条の４５第１項第３号」を「第１１５条の４５第２項第１号」に改

め、同号ウ中「第１１５条の４５第１項第４号」を「第１１５条の４５第２項第２

号」に改め、同号エ中「第１１５条の４５第１項第５号」を「第１１５条の４５第

２項第３号」に改め、同条第３号中「介護予防サービス計画作成業務」を「介護予

防支援事業」に、「法第８条の２第１８項」を「法第８条の２第１６項」に改める。 

第１０条第２項中「第１１５条の４６第６項」を「第１１５条の４６第８項」に

改める。 

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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